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事業の推進

1．事業概要

この事業は、経営の安定と後継者への円滑

な経営継承を促進することを目的として、経

営にかかる計画書の作成と継続的な見直しを

要件に、次に掲げる資金を関係機関との一体

的な指導の下に融通するものです。

（ ）毎年の約定償還額のうち償還困難な額の

借り換えを行うために必要な「経営改善支

援資金」（以下「経営改善資金」という）

（ ）後継者が経営を継承すると認められる経

営が当該経営の安定に必要な限度で既借入

金を一括して借り換えるのに必要な「経営

継承資金」

2．従来からの変更点

（ ）当該資金借入者への経営改善指導事業の

さらなる強化を図るため、県団体（畜産協

会等）が中央畜産会からの補助を受けて事

業を実施します。
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❶ 新しい畜特資金
 平成20年度大家畜特別支援資金融通事業および養豚特別
支援資金融通事業について 社団法人中央畜産会

❷ セミナー生産技術
 牛群検定活用のための熊本県酪農業協同組合の取り組み③ 村上　　聡
❸ お知らせ
 肉用牛肥育経営安定対策事業にかかる四半期平均推定所得等の算定結果について
❹ あいであ&アイデア
 消石灰散布と敷料撹拌を同時に行う散布撹拌同時作業装置 正井文朗、前澤 卓
❺ 牛肉・豚肉、子牛市況

平成 20年度大家畜特別支援資金融通事業
および養豚特別支援資金融通事業について

社団法人中央畜産会

新しい
畜特資金

平成 年度から大家畜特別支援資金融通事業および養豚特別支援資金融通事業が、従来

の畜産特別資金と同様に、畜産経営が抱える営農負債を長期低利の資金に借り換えること

により経営再建を図る対策として実施されることになりました。その概要と留意点につい

て紹介します。
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（ ）借入希望者が作成する経営改善計画の承

認は、各都道府県の体制を勘案し、都道府

県知事のみから、審査委員会構成団体であ

って知事が指定する団体の長も可能となる

よう、拡大するとともに、承認に当たって

の協議先が生産局長から、（独）農畜産業振

興機構理事長（以下「理事長」という）へ

変更します。

（ ）大家畜特別支援資金における経営改善

資金のうち特認にかかる償還期間を 年

（据え置き 年）以内（大家畜経営改善支

援資金では 年（据え置き 年）以内）

とします。

（ ）各年度における資金貸付日を原則として

回（ 月末および 月末）と規定しま

す。なお、畜産情勢等を勘案し貸付日を理

事長が別に定めることができます。

3．推進方針

本事業の推進に当たっては、事業の趣旨を

関係機関を通じ農家まで浸透させ、本資金を

真に必要とする経営に対策が効果的に講じら

れるよう、さらに一層の指導の徹底を図る必

要があります。都道府県および関係団体は、

本資金を必要とする者の経営の体質強化を的

確かつ早期に達成するため、次に掲げる事項

等も考慮し、経営ごとに最も適切な経営・技

術等の指導を行ってください。

（ ）経営不振農家は、総じて技術事項につい

ての問題とコスト意識についての問題を抱

えており、これらの改善なしには経営の体

質強化は図れないので、問題要因の分析と

具体的手順の提示による効果的な経営改善

の推進を図ってください。

（ ）本事業の成果は、農協の取り組み方いか

んが大きく影響し、さらに、このことが農

協自体の経営にも直接かかわるので、農協

の指導体制を整備するとともに、農協中央

会を中心とする農協系統の畜産経営改善対

策との連携を図ってください。

（ ）資金借受者に対する指導については、中

央畜産会から補助を受けて畜産協会等（都

道府県協議会）が行うので、都道府県協議

会活動を通じ、資金貸し付け後も経営が安

定するまで、一体となって資金借受者に対

する経営改善指導を実施してください。

（ ）飼料価格高騰等理解醸成緊急対策事業と

連携し、当該県内の大家畜（養豚）経営体

における本事業の必要性等について早期把

握に努めてください。

事業推進に当たっての
留意事項

1．経営改善資金の残高一括借換

都道府県知事が、対象資金の毎年の約定償

還金の借り換えのみでは経営の安定を図ること

が困難と認めた者にあっては、対象資金の残

金について、必要な限度において残高一括借

換ができるよう要綱上措置しているところで

す。これまで残高一括借換については、基本

的に事業の最終年度に限り実施しており、現

行の事業の最終年度である平成 年度につい

ても、残高一括借換を実施することとします。
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2．経営継承資金の貸付対象者の要件

（要 件）
現に大家畜（養豚）経営に従事している
おおむね 歳以下の後継者が、経営継承
資金の借入年度または将来において当該経
営の主たる従事者となることが認められる
こと

経営継承資金は、多額の負債を抱え、その

償還が困難となっている経営において、この

ことが要因となって後継者の経営継続意欲が

減退していることにかんがみ、償還困難な既

借入金について必要な範囲内で一括して借り

換える資金を長期（大家畜 年以内、養豚

年以内）低利で融通するものであり、後

継者によって当該経営の継続が図られること

を要件としています。

一方、後継者が経営を継承したことの一般

概念として、「税制上の経営主の変更」が考え

られますが、この場合、経営主は経営に必要

な資産を保有する必要があることから、現経

営主（親）が経営に必要な資産を後継者（子）

に譲渡または贈与する必要があり、ここに課

税問題が発生します（農地、建物等固定資産

については使用貸借も可能ですが、肥育家畜

等棚卸資産については課税を免れません）。

さらに、資金の借り入れを希望する経営の

負債のほとんどは現経営主（親）の負債であ

ることから、後継者（子）が経営継承資金を

借り入れて当該負債を返済することは後継者

（子）から現経営主（親）に対する贈与とな

ります。

従って、経営継承資金の目的が、後継者に

よる経営継続の支障となっている負債の償還

負担の軽減を図るものであることも考慮し、

「税制上の経営主の変更」については当該経

営の判断にゆだねることとし、経営継承資金

の貸付対象者として「税制上の経営主の変

更」を要件としないこととしています。

また、具体的な判断基準として、現経営主

（親）と後継者（子）の双方において、当該

後継者（子）が今後経営の主たる従事者とな

ることの取り決め書を徴するとともに、この

ことについて融資機関が確認することとして

いますが、その確認の方法については、「大

家畜（養豚）経営活性化資金の運営につい

て」（平成 年 月 日付け畜産経営課長通

知）を準用するものとします。

経営継承資金の借入者名義については、現

経営主（親）と後継者（子）の連帯債務とす

るよう指導してください。

なお、法人における経営主の交代は、一般

的に構成員間において行われ、このような家

族経営における後継者による経営継続の概念

が当てはまらないことから、法人経営を経営

継承資金の貸付対象としません。

ただし、 戸法人は、実質的に家族経営と

変らないことから貸付対象としています。

3．農業環境規範の実践および点検

「環境と調和のとれた農業規範について」

（平成 年 月 日付け農林水産省生産局

長通知）に基づき、年に 回、環境と調和の

とれた農業生産活動規範点検シート（家畜の

飼養・生産）により点検を行うことが可能
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であることが貸付対象者の要件となっていま

す。

農業環境規範においては、環境との調和

のための基本的な取り組みを実行するととも

に、実行状況について農業者自らが点検を行

い、実行が十分でないことが明らかとなっ

た場合はその改善に努めることとされていま

す。畜産特別資金の借受者においても、年に

回点検シートにより点検を行うよう周知し

てください。

4．大家畜（養豚）経営改善計画

（ ）計画の見直し

資金借受者は、資金の貸し付けから 年後

（都道府県知事等が必要と認めた場合にあっ

ては 年以内）まで計画を見直すこととな

るので、資金借受希望者に事前に周知してく

ださい。

また、前年度に資金の貸し付けを受けてい

る者は、本年度の貸し付けがなくても計画を

見直すこととなるので、この見直し計画を通

じて資金借受者への指導を行ってください。

なお、経営改善計画の達成が困難となったと

認められる場合は経営改善計画の承認の取消

しを行うこととされていることから、見直し

期間の 年間が終了しても、約定償還が滞っ

ている等の状況が見受けられ、経営改善計画

の達成が危ぶまれる場合は、都道府県知事等

の見直し計画承認申請先との協議を踏まえ、

引き続き計画の見直しと資金借受者への指導

を行うものとします。なお、一定の努力期間

をおいても計画の達成が困難な場合は承認を

取り消すものとします。

（ ）見直し計画作成に当たっての留意点

見直し計画作成に当たっては、必ず前年度

作成した見直し計画との比較を行い、改めて

計画の実行についての問題点等を認識し改善

に向け真摯に取り組んでください。

また、特別指導者は、計画達成に向けてど

のような助言、指導を行ったかを関係機関と

協議の上、必ず記入してください。

（ ）市町村との協力

融資機関を通じて貸付対象者の要件確認を

行うことが原則ですが、審査委員会において

必要が生じた場合、市町村とも協力して事業

を推進してください。

5．融資機関支援計画

当該計画は、融資機関が貸付対象者の経営

の体質強化を早期に実現するため講じようと

する対策を、関係者と協議の上作成するもの

であり、大家畜（養豚）経営改善計画と同様

に貸し付けから 年後まで継続して見直すこ

ととなるので、事前に周知してください。た

だし、経営改善計画の見直し期間が延長され

た場合（都道府県知事等が必要と認めた場合

にあっては 年以内）には、合わせて融資

機関支援計画も見直してください。

6．審査基準の作成および活用

（ ）畜産特別資金の事故率の高さにかんが

み、平成 年 月 日付けで要綱改正を行

い、都道府県の実情にあった審査基準の作成

を義務づけました。また、審査基準の作成に
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際し、都道府県が畜産特別資金に対する認識

を共有するため、平成 年 月には「畜産

特別資金計画書審査基準作成マニュアル」を

作成し、配布しました。

（ ）各都道府県においては、作成した審査基

準に基づいて審査を行うとともに、理事長協

議の際には、経営改善計画および支援計画に

当該審査基準を添付して提出してください。

7．経営改善指導の強化

（ ）問題となる負債の態様にはさまざまなも

のがありますが、必ずどこかに何らかの原因

があります。このため個々の経営における発

生要因を分析し、関係機関（都道府県協議

会、融資機関等）が連携をとりながら共通の

認識の下に指導に取り組み着実に経営改善を

図ることが必要です。特に農家を直接指導す

る農協等の指導機関が日常的に機能するよう

な体制の整備を図ることが重要です。都道府

県および関係団体は、経営改善指導における

課題と、それぞれの関係者の果たすべき役割

を整理した「畜産特別資金借受者の指導のあ

り方と方策」も参考にして、実効性のある指

導体制を構築し、指導を推進してください。

経営改善の伴わない単なる長期低利資金の

融通による借り換えだけでは、問題の先送り

でしかないことを借受者のみならず関係機関

も再認識する必要があります。

（ ）資金借受者の経営実態を把握し、経営

改善指導の参考資料とするため、中央畜産会

は、経営改善計画の内容について電算処理を

行い、分析・整理したデータを都道府県に提

供することとしています。そのため、都道府

県および関係団体は、期日までに電算入力表

を中央畜産会に提出するとともに、これらデ

ータを有効に活用して経営改善指導を行うも

のとします。

8．実績点検

借受者の経営改善計画の達成度を把握し、

問題点の早期把握と改善対応に役立てるた

め、年に 回の実績点検を実施します。その

ため、指導者は日常的に生産技術データや、

借受者の収入・支出状況を把握してくださ

い。

なお、指導者はこれらのデータや、実績点

検結果を活用し、計画達成に遅れがみられる

ときは、問題点を明らかにし、具体的な対策

を検討することが重要です。さらに、都道府

県協議会も、点検表によって指導効果の確認

等を行い、融資機関や指導担当者への助言を

行うことが必要です。

基準金利 自助努力 利子補給率 貸付利率

一　　般 以上 以内 以内

特　　認 以上 以内 以内

経営継承 以上 以内 以内

（平成 年 月 日現在の場合）
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9．貸付利率および利子補給率等

貸付利率および利子補給率等については、

農業近代化資金の基準金利、農林漁業金融公

庫の経営体育成強化資金の貸付利率等を基準

として設定することとしています。

しかしながら、現時点では貸付時の金利が

未定であるため、直近の金利を参考として計

画等の作成指導を行ってください。

なお、今後の金利動向によって貸付利率等

を見直すことがあるので、借受者の指導に際

しては、この点に留意してください。

都道府県は上乗せ利子補給等自助努力につ

いて、融資機関等地元関係機関に対しても協

力が得られるよう指導するとともに、自助努

力および上乗せ利子補給の都道府県内の負担

調整を行ってください。

10．部分保証

農業信用保証保険制度においては、融資機

関との適正な責任分担によりモラルハザード

（倫理観の欠如）の防止を図るとともに、保

証保険の引受機関である独立行政法人農林漁

業信用基金の保険収支を改善し、農業信用保

証保険制度の安定的な運用を確保するため、

畜産特別資金については、平成 年度第

四半期以降の新規引受案件から順次部分保証

が導入されているところですので留意してく

ださい。
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モニタリング表を使った
酪農家のデータ比較

本誌 、 で説明した つのモニ

タリング表を使って、繁殖成績の良い酪農家

のデータとそうではない酪農家で、比較して

みたいと思います。

牧場、 牧場とも熊本県の牛群検定農家

の平均的な規模である ～ 頭未満のクラ

スの農家です。また、飼養形態は、 牧場が

利用の不断給餌によるフリーバーン牛

舎です。一方、 農家は、分離給与によるつ

なぎ牛舎の農家です。

まず、図 14、15をみてもらうと、 牧場

は季節分娩に努め妊娠鑑定待ちの個体が

日前後で終わっているのに対し、 農家では

グラフ全体に散らばっています。このグラフ

で心配な点は図 14の 牧場の方であり、分

娩後 ～ 日前後に乳タンパクが ％を

切っている個体が見受けられることです。

図 16、17に両牧場の受胎月のエネルギー

バランスを示しています。 牧場の方は分娩

後 ～ 日前後の乳タンパク ～ ％

牛群検定活用のための熊本県酪農業協同組合の取り組み③
村上　聡

セミナー
生産技術

（図 14）A牧場のエネルギーバランス

タ
ン
パ
ク（
％
）

（図 15）B牧場のエネルギーバランス

タ
ン
パ
ク（
％
）

（表 11）酪農家情報

年間平均値 A牧場 B牧場
経産牛（頭） 42.8 49.4
搾乳牛率（%） 86.9 85.6
搾乳日数（日） 173.3 243.6
平均産次（産） 2.0 2.1
補正乳量（kg） 11,422 8,027
搾乳牛（kg） 35.8 23.0
乳脂肪（%） 3.8 3.7
乳蛋白（%） 3.2 3.3
体細胞（万） 13.2 46.8
授精回数（回） 1.8 2.9
初回授精（日） 94.1 114.9
分娩間隔（日） 392.8 495.2
空胎日数（日） 123.3 230.2
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付近に集中し、おおむね県の平均値を中央に分

散していますし、牧場の平均値（破線）も県の平

均値とほぼ合致していることが分かります。

一方、 牧場は、県の平均値より下方に全

体的に分散していますので、分娩後の飼養管

理（栄養管理）がうまくいっていないことが

推測できます。牧場の平均値も日数が進むに

つれ遠ざかっているのが分かります。分娩後

日数が 日を超えるデータにおいて、乳タ

ンパクの低い個体が存在することを示してい

ます。本来正常であれば、分娩後 日前後

を境に負のエネルギーバランスから脱出し、

右肩上がりで進むのですが、何らかの問題を

抱える個体については、乾物摂取量の不足に

より値が低くなります。

図 18、19は飼養管理技術のレベルを表す

受胎月の乳量のグラフです。 牧場の方は、

牧場平均が県平均を上回り、おおむね

の線を描いています。また、分娩後 日付

近には 弱の個体もいるなど、飼養管理

技術の高さと遺伝的改良が進んでいる農家で

あることが一目で分かります。

一方、 牧場の方は、牧場平均が分娩後日

数に反比例するかのような線を描いています

し、県の平均値よりも 程度低くなって

います。 牧場は飼養管理が不十分なため乳

量が落ち、負のエネルギーバランスから脱出

した個体から、受胎しているように見受けら

れます。

次に検定日の乳量（図 20、21）をみると、

牧場の方は飛び出し乳量も高く、高いピーク

乳量を維持しています。また、泌乳中期の乳

（図 16）A牧場の受胎月におけるエネルギーバランス

タ
ン
パ
ク（
％
）

過去受胎月の分娩後日数とタンパク率

（図 17）B牧場の受胎月におけるエネルギーバランス

タ
ン
パ
ク（
％
）

過去受胎月の分娩後日数とタンパク率

（図 18）A牧場における受胎月の乳量（飼養管理技術）

（図 19）B牧場における受胎月の乳量（飼養管理技術）
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量も高く安定した牛群だといえるでしょう。

図 14をもう一度みると、 ～ 日付近

に 頭の乳タンパク ％を切った個体がい

ます。確認後に図 20に目を移すと、 頭は

ほど泌乳していますので、しかたないこと

だと思います。しかし、あとの 頭について

は牛群全体の印象からすると 程度の乳

量では低いように感じられます。そこで、個

体の特定をするために、先ほど説明した個体

別乳成分モニタリング表で確認してみます。

確かに－ （ 日）、－ （ 日）

と下がっていることが確認できました。

一方、 牧場では、飛び出し乳量、ピーク

乳量とも低く、個体ごとの飼養管理がされて

いないように見受けられます。そこで、個体

ごとの濃厚飼料給与量を調べてみると、やは

り、全頭一律給与となっています。メリハリ

を付けた飼養管理をしないと経済的ロスの原

因になっているようです。

経済的ロスといえば、乳房炎等による体

細胞数の増加にも注意しましょう。乳房炎に

なると出荷もできず治療費もかさみます。ま

た、知らずに出荷していると、乳成分の自主

規制要領により、高額のペナルティを課せら

れることにもなります。 牧場は、年間平均

万個ということもあり、今回は 頭が図

22にピックアップされています。この 頭

における年間損失乳量は、 、 万

円の損失額と計算されています。

一方、 牧場は、 頭の乳房炎罹患牛が

発生しており、前産から引きずっている乳房

炎も多く見受けられ、乳房炎罹患牛の淘汰を

（図 20）A牧場の検定日における個体乳量

（図 21）B牧場の検定日における個体乳量

（図 22）A牧場における乳房炎罹患牛の分布

（図 23）B牧場における乳房炎罹患牛の分布
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しない限り、日々の搾乳作業も煩雑化します

し、経済的負担が重くのしかかってきます。

牧場の 頭による年間損失乳量は、 万

、 万 円の損失額と計算され

ています。これに自主規制による乳質ペナル

ティ 万円程度が別途加算されていると推

測されます。

個体別乳成分モニタリング表で両牧場を確

認してみると、表 12のようになりました。

牧場の繁殖成績低迷の原因は、前半のエネ

ルギー不足と泌乳後期に多くみられる濃厚飼

料多給によるアシドーシスが最大の要因であ

ると考えられます。

図 25、26に両牧場の個体別能力と牛群の

レベルを示す検定日補正乳量を示しました。

牧場の過去 ヵ月の牛群平均は、 で

あり、 牧場は です。また、標準偏

差＋ 以上を示す指標はおおむね 以

上であるのに対し、 牧場では 以上に

なっています。さらに、牛群成績の足を引っ

張っていると考えられる標準偏差－ の

指標は 牧場では、おおむね 以下であ

るのに対し、 牧場では 以下となって

おり、こうして比較すると牛群の改良度合い

がよく分かると思います。効率の良い生乳生

産のためには、検定日補正乳量を利用し高能

力牛を中心に、さらなる遺伝的改良が早道だ

と考えます。

牛群検定データの利活用で
さらなる経営安定

表13は、平成 年度の乳代精算書データ

を分析したものです。牛群検定実施農家の最

大の武器は、従業員である乳牛個体の体細胞

データを把握していることです。体細胞数増

加に伴う乳量損失と経済損失（乳質ペナルテ

ィを含む）を最小限に抑え、非検定農家より

も優位となっています。この表で注目すべき

（図 24）B牧場の体細胞スコア 5以上（乳房炎罹患牛）による経済損失

（表 12）疑われる疾病等の数
区　　分 牧場 牧場

脂肪肝
アシドーシス
ケトーシス
濃厚飼料過多
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点は、生乳生産順位（上位 ）と飼養管理状

況（適正）において、検定実施農家および非

検定農家とも同一データとなっている点です。

飼養管理（栄養管理）が適正に管理されるこ

（図 25）A牧場の個体別検定日補正乳量（個体能力の比較）
個体別検定日補正乳量（都府県、1～3月分娩、2産、120日）

（表 13）牛群検定実施効果の検証（平成 18年度）

（図 26）B牧場の個体別検定日補正乳量（個体能力の比較）
個体別検定日補正乳量（都府県、1～3月分娩、2産、120日）
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とにより乳牛が健康になり、生産される生乳

も高品質なものとなります。牛群検定のデー

タである牛たちが発している貴重なメッセー

ジを、正しく把握・理解することでさらなる

経営安定に役立てることが可能となります。

最後に

牧場のデータ使いながらいろいろ説明し

ました。毎月送られてくる数字だらけの成績

表だけでは、分かりにくいものがあります。

しかし、「酪農経営データベース」のような

システムを活用すると同様の分析が可能とな

るのです。牛が発している貴重なメッセージ

をしっかりと捉え、それを伝え、また受け止

めるかかどうかは、指導者や経営者である酪

農家次第だと思います。そのためにも、強い

指導体制の構築と情報を読み取るという技能

の向上がこれからの酪農産業をけん引してい

く原動力になると思います。

（筆者：熊本県酪農協同組合生産本部指導課）
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肉用牛肥育経営安定対策事業にかかる
四半期平均推定所得等の算定結果について

［平成20年1月から3月にかかる四半期］

（独）農畜産業振興機構は平成 年 月から 月にかかる四半期における肉用牛肥育経営
安定対策事業実施要綱第 の の（ ）のイの（ウ）の「理事長が別に定める算定数値」に
ついて品種区分ごとに下表の通り算定結果を発表しました。

お知らせ
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牛床の敷料管理は畜産経営において重要かつ労力のかかる作業の一つです。長期間滞留さ
せることを狙いとして十分な敷料を投入しても比較的短期間で締まって固くなり、敷料の撹
拌が不十分になります。乳牛管理では、乳房炎対策として消石灰を敷料と混合して使用する
場面も多くみられます。そこで、踏み込み牛舎において固く締まった敷料を撹拌し、さらに
必要に応じ消石灰を散布すると同時に敷料を撹拌できる、多機能で省力的な「散布撹拌同時
作業装置」を開発しました。

 ロータリとライムソワーの複合装置です!

写真 1および 2のように、「敷料撹拌装置」（ロータリ 幅 ）を装着したトラクタ（
馬力）に架台を設置し、「消石灰散布装置」（ライムソワー：有効散布幅 ）を取り付けま
した。装置の詳細図と主要諸元は図 1に示しました。

（写真 ）装置の後方写真（写真 ）装置の側方写真

 こんなところを工夫してみました!

①ロータリの両サイドに「牛床レベル装置」を取り付け、牛床とロータリ爪先のクリアラン
スを に設定し、敷料撹拌時にロータリ爪が牛床に接触しないようにしました。

②消石灰が 軸へ付着したり周辺に飛散したりしないように、ライムソワーの開口部に
「消石灰散布誘導パイプ」を取りつけました。
③ロータリ駆動と同時に、ライムソワーが駆動するよう 軸とロータリの間にライムソワ
ーの動力を取り、機械操作の一体化を図りました。
④ライムソワー開閉バーを運転席側に配置することで、運転しながらライムソワーの開閉を
可能にしました。

消石灰散布と敷料撹拌を同時に行う散布撹拌同時作業装置
正井文朗、前澤卓
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 消石灰散布と敷料撹拌の同時作業がらっく!楽!!  

写真3のように、敷料が硬く締まった状態でも、敷料の上層と下層が撹拌され、全体にほ
ぐれて柔らかくなります。また、除ふん後、戻したい肥とオガクズを投入し、消石灰を散布し
ながら同時に撹拌することで、消石灰が牛体に直接触れることなく、敷料と均一に混合できま
す。既存の機械装置を用いて、簡単に低コストで製作でき、省力的な敷料管理が実現できます。

（筆者：三重県畜産研究所　大家畜研究課　技術員）

（写真 ）約 ヵ月放置した敷料の状態と撹拌後の状態　左：撹拌作業前　右：撹拌作業後

（図 1）散布撹拌同時作業装置の概要図と主要諸元および作業能率

《主要諸元》
全長（ ）
全幅（ ） （ロータリ幅）
全高（ ）
適応トラクタ馬力： 馬力～

回転数：
走行速度（毎秒）：

《作業能率》
理論作業量（散布撹拌同時作業）
　　： ／時間
人員： 人


